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父子家庭の二一ズの動向に関する研究

地方自治体における実態調査の分析（その3）

研究第9部 川　西　康　裕

　　　　　　目　　　次

はじめに

L父子家摩実態調査の実施状況

H，父子家庭の定義と調査方法

　1．父子家庭と父子世帯

　2．父子家庭の定義（以上，本集に収載）

　3．調査方法（以下，次集に執筆予定）

皿．父子家庭の二一ズの動向

おわりに

地域別調査結果の概況（第1報）や調査の発達過程（第

2報）も研究の視角に含むこととしたい。第3報では，

このような構成をとることにより，分析比較の前提とな

る議論を若干展開した後に，収集した調査データの要点

を， 「福祉二一ズ」の動向を焦点として簡潔かっ系統

的に整理し・父子家庭問題の全体像を構成することを企

図している。

1　父子家庭実態調査の実施状況

はじめに

　本研究は厚生省児童家庭局企画課の要望に応えて昭和

57年度に啓手したものである旦）。第1報では2），同課が

収集した父子家庭調査計36を分析したが，そこでの主要

な分析項目は，①調査の実施状況，②調査対象の定義，

③対象数および出現率，④主要調査項目別地域別調査

結果の概況であった。第2報では軌この36調査に都道

府県・指定都市の協力をえて収集した25調査を加え．計

61調査を分析した。そこでは，上の①～③を再検討した

うえで，調査実施→施策遂行の過程を「父子家庭の問題

構造および問題解決の理論」の探究のプロセスとみて，

その手続きをモデル化し，かつこれを基準として全調査

を評価し，各調査が相互に影響しあい発達する過程を明

らかにした。

　以上の実績をふまえ，本報告では，次の事項について

総括する。

　1．父子家庭実態調査の実施状況

　皿・父子家庭の定義と調査方法

　皿．父子家庭の二一ズの動向

　ここにいう1－Hは先の①～②を含む基礎的な分析項

目であり，第2報以後に収樂した新しい資料を加えて，

データを補充もしくは訂正する。ただし，調査方法につ

いては，今回初めて立入って論じるものである。皿は本

研究の中心的な課題であるが，ここには，さきの③対象

数および出現率（第1報，第2報）　④主要調査項目別

　昭和42年5月，制度創設50周年記念全国民生委員児童

委員総会で決定された「民生委員児童委員活動強化要綱」

の重点活動のひとつに，＜社会福祉モニター活動〉があ

　4）る。これは民生委員児童委員による地域社会における

生活問題の実態調査活動をいう。

　京都府民生児童委員協議会評議員会では，同年周月，

同年2月の婦人民生児童委員幹部研修会以来懸案事項と

なっていた父子家庭調査の実施を決定し，11月1日現在

でこれが実施された。この京都府民児協調査は，おそら

く地方自治体における本邦初の父子家庭調査であり5），

民生委員法（昭和23年7月29日・法198）第14条にいう民
生委員の職跨6）を・＜社会福祉モニター活動＞として組

織的に展開す多先例になったと思われる。

　翌年のくモニター活動＞では「寝たきり老人」の全国

一斉調査が実施された。そしてその翌44年度に，メニュ

ー方式を採用して，父子家庭，事故家庭遺児．心身陣害

児，独居老人のうち，都道府県・指定都市（当時は6大

都市）の実情に即して・1項目以上が調査される運びと

なったのである。昭和45年3月までに父子家庭調査を実

施したのは17道県市であり，このうち1道10県2市につ

いては・全国社会福祉協議会と全国民生委員児童委員協

議会が結果をとりまとめ報告している孔

　このように，地方自治体における父子家庭調査は，民

生委員児童委員（以下，民生委員と略記する）の自主活

動として，各地域の民生委員児童委員協議会（以下，．民

協と略記する）もしくは社会福祉協議会（以下，社協と
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表1　都道府県・指定都市における年次別父子家庭実態調査実施状況（昭和60年8月現在）

　年（昭和》
潮2 43

44　　　45 ‘6 47 48 49 50 51 52 53
駈

55 56 57 58 59 60 計

監　北溌近 全○鏡 ①軽 2

2　貯　　轟 全o塔町服 ② ③ 3

3　岩　　手 ○誌 ④ ⑤ ⑤艮 ⑦ 5

4　宮　　城 ⑧祉 ⑨ 2

5　秋　　田 全⑩被 ◎ ⑫ ⑬ 4

6　山　　形 ⑭窪 ⑮ 2

7　播　　島 ⑯径 ⑰ ⑭ ⑲珪 4

8　沃　　域 ⑳盗 ⑳ ⑳ 3

9　楊　　木 o珪 ⑳餐 ⑳舞 3

LO群　　馬 全⑧養 ⑳誌 ⑳ 3

n　埼　　玉 ⑳ ⑲ 2

L2千　　葉 ⑩社 ⑳ ＠ 3

13　束　　京 ⑳ ⑭ ⑧ ⑯ ⑰ 5

14神楽川 ⑲ ㊨ 2

15新　　潟 ⑧ ◎ 2

16富　　山 ⑫ L

ロ　石　　川 ⑧ ＠ 2

L8　福　　井 ⑮社 ⑯ 2

19山　　梨 ＠ ユ

20　長　　野 ⑱ ＠ ⑩ 3

2L岐　　　邸 ⑨琵 L

22　瞭　　岡 ⑫ 1

23愛　　知 ⑧艮 2

加　三　　重 0

25灘　　賀 ⑲珪 ⑯ ⑰ 3

26京　　品 ⑲民 ㊥社 予 2

27　大　　販 ⑧筏 ＠ 2

28　兵　　飯 ⑧ 予 1

29奈　　良 ㊥鼠 1

30　和歌山 ○鏡 ⑭霧 2

31烏　　取 ㊥甕 ⑯ 2

32島　　棋 ㊥ ㊥ 予 2

33岡　　山 0

鈎　広　　励 金Q縫 ㊥瓦 ⑧ 3

35　山　　　口 全O ⑪ ＠ 3

36　徳　　島 全⑬撞 ⑳ 2

37　昏　　川 全O ⑮舞 2

38　愛　　・媛 全○ ⑯ 2

39高　　知 ⑰ 】

40福　　岡 ⑱ 1

41佐　　賀 ⑲錘 ⑳径 ⑪ ㊨ 4

ぐ2　艮　　崎 全㊥祇 ⑳ 2

43熊　　本 ⑮社 ⑮ 予 2

覗　大　　分 全○ Q祉 ⑰罠 ⑱ ⑧ 予 5

45窪　　崎 ⑩ ⑪ ⑫ 3

46麗児島 ⑭ ⑭ 2

47　沖　　縄 ⑮鮭 予 ヨ
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表1つづき

　年（昭穐）
民～12月

治体

42 43
覗

45 46 ぐ7 銘
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 計

48札　　幌
σ程 1”

49　横　　浜 全○筏 ⑯ ⑦経 3

50　川　　崎 ⑧
L

5L名吉展
㊥幾 ＠罠 2

52　京　　犀

0

53穴　　願 全Q

r口

54　神　　戸
◎祇

1

55　広　　鶴
＠ ○

2

56　北九州 ㊥民 ㊥
2

57　福　　岡

0

合　　計 L 0 ユ6 3 0 4 2 5 7 7 9 ［2 塵3
L5

奄
7 6 7 胸L8

鮮囎県．指定猟照会したほか，鯨鵬附騰r舩鰍齢㈱告督一覧齢獺一昭m52年顔D』昭甜臨『司『社鮒齪係調舗書一覧（昭
　　　和53年度～附和58年度＞』昭賂3年を参照して．邸辺府県・指定置市社会闇社協議会にも照会した。

注1．○印は国畿契施のゆ実を示す9
　2．○内の致字は本脇荊尾に収眼した燗査服告霞リストの爵号を示す。
　3．Q印右の文字は，以下のとおり，各々奥施主体を術略したものであるo

　　　民；品進府県甲擶足届市民生委員児蛍委員協韻会
　　　社＝邸近府県・揃定路市社会誕祉協議会

　　　県・市1弛の団体と共催の場台に岱紀している0

4，灘あ轡餐耀騨纒錨毒纏ニター活動として、昭聯醐施さ欄L・県2市の艦果を・騨会禰撒会・鰯螂臓
　　　員脇蟻会がまとめたことを示す0

　5，　「予」は国査実億予定の意味9

鴇麟識茎欝麟謙葛嵩至奪あ辮繍置簑富獅繊蹴て・・る・
　8．⑭と⑭は同じ風査であるが、㊥は名古思市分のみ築計，分析したものである．
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表2　東京都内の市区町村における父子家庭実態調査実施状況（昭和60年8月現在）

　年（昭和）
　聖～12月

治体

49 50 51 52 53
騒

55 56 57 58 59 6D 計

丘 千代田区 o
2 中　央　区 0
3 港　　　区 0
4 新　宿　区 ㊧登 L
5 文　京　区 ㊥ 1

6 台　東　区 0
7 果　田　区 　3と民　区 1
8 江　来　区 0
9 品　川　区 　区社　展

産

LO
目　黒　区 ⑫崔 1

u 大　田　区 ⑬畳 耳

12
世田谷区 ㊨ 1

13
渋　谷　区 0

闘4 中　野　区 　区
鐘 ⑭ 2

厘5 杉　並　区 0
16

鶏　島　区 0
厘7 北　　　区 ⑰ 1
18

荒　川　区 ⑭轟 】

19
板　橋　区 0

2① 練　罵　区 ⑱臣
置

21
足　立　区 　社

民 1
22

葛　飾　区 ＠ 1
23

江戸川区 ＠疑 1

餌 八王子市 ○ 1
25

立　川　市 ○社 】

26
武蔵野市 曾痩 ＠　市　民 2

27
三鷹　市 ㊥麓 ⑧貿 2

28
青　梅　市 0

29
府　中　市 O社 星

30
昭　島　宙 ○鏡 ＠睦

予 2
31

謂　布　市 　rlF艮批 1
32

町　田　市
＠ 1

33
小金井市 0

34
小　平　市 O社 　虎『

餐 2
35

日　野　市 　民社（杷》 　社
（昆 2

36
・束村山市 ○社 1
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表2つづき

　年（昭和）’
　i～i2月

治体

49 5D 5夏
52 53 54 55 56 57 58 59 60

計

37
国分寺市

1

38
国　立　市 ＠社 ⑭㈲ 2

39 田　無 市 ＠社 艮

40 保　谷　市
0

41 幅生　市 ㊥罠 1

42 狛　江　市 ＠社 夏

43
火大和市 ○社 ⑧㈱ 2

44 清　瀬　市
0

45 楽久留米市
＠臣 i

46 武蔵村山市
0

47 多　摩　市 ㊥襯数会
1

48
稲　城　市

0

49
秋　川　市

0

50 西多摩郡
村町

5L 瑞　穂　町
k

52
日の出 町 ‘㈱

53
五日市町

54 檜　原　村

55
奥多峰町

○建 ④蓑 2

56 島しょ

島町
0

57 利　勧　村
0

58
新島本村

0

59
神津島村

0

6D 三　宅　村
0

61
御蔵鶴 村

0

62 八　丈　町 ⑫社 ⑭蓬 ．2

63
青ケ島村

0

64
小笠原村

．0

合　　　計 2 4 3 6 1 3 7 6 9 3 2 46

資料：來京都社会禰祇協議会『社会櫃祉関係調査報告借一覧（昭和42年度～昭和52年度）』昭和54年，同『社会橿祉開係調

　　査報告轡一覧（昭和53年度～昭和58年度）』昭和58年，ならびに束京祁禰祉局母子福祇繰よりえた憎報をもとに、各

　　市区町村に照会した。
注1．O印は調査突施の串実を示すg
　2．○内の数字は．本稿末尾に収戟した謂査報告沓リストの捲号を示す。
　3． ○印右の文字は，以下のとおり、各々契施主体を省略したものである。

　　民：市区町村民生委員児磁委員会協議会
　　社：市区町村社会福祉協議会
　　市，区，町，村；他の団体と共催の場合に併記している。
　　〔禰：市区および町村部の福祇群務所。㊥は東東郵西多摩福祉班務所。

　　＠鰍獺会：鐸融瞭賑低粥部会・ 織票には郷市殿獺撒会が主体筋るこ罷識す硯述、
　　　　　　　　がある。
　　無記入：市区町村が主体であることを示す◇

　4．　f予』は珊査実施予定の意味o
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略記する）の主催により，または両者の共催により，始

められたものである。昭和49年までに実施された31調査

のうち25調査（約8割∫）はこれに該当する（表1参照）。

しかし・昭和47年東京都調査を皮切りに，地方自治体が

主催する調査が徐々にふえ，50年代に入ると，社協・民

協が主催する調査を凌駕するに到る。昭和50年～59年に

実施された87調査のうち，地方自治体が主催するのは62

調査（約7割）にのぼるが，社協・民協が主催するもの，

または社協・民協と地方自治体が共催するものは25調

査（約3割）である。このことは地方自治体が父子家

庭の増加と生活実態を深刻な社会問題として認識してき

たことの表われと考えられるが。地方自治体が主催する

調査においても，社協・民協が協力機関としてあてられ，

民生委員が調査員としてあてられている例が一般的であ

る。

　このような事情をふまえて，表1に，都道府県・指定

都市における年次別父子家庭実態調査実施状況（昭和60

年8月現在調）をみよう。（ここには、調査主体の別と

調査報告書入手の別が表示してある。入手できた報告書

のリストは・稿末に掲げているが，リスト番号と表1の

○内の番号は同じである）。

　これまでに，都道府県・指定都市において実施された

父子家庭実態調査は118，このうち地方自治体が主催した

ものは68（57，6％）・社協・民協が主催したものは44（37，3

％），社協・民協と地方自治体が共催したものは6（5．1

％）である。また，報告書等を入手できた調査は104

（88．工％）である。

　次に，年次を追って実施状況をみよう。昭和42年京都

府調査を皮切りに，昭和44年の工6地域実施で最初のピー

クを迎える。以後40年代までは0～5地域／年の状態で

あったのが・50年代に入ると漸増を続け，昭和53～55年

には12～工5地域／年と第2のピークを迎え，以後4～7

地域／年で推移している。

　この間に，調査が1回以上実施された地域は45都道

府県・8指定都市におよび，実施率は93．0％にのぼる。

2回以上実施された地域は，36都道府県・4指定都市

（70・2％）・3回以上の地域は16都県・1指定都市（29，8

％），4回以上は6都県（10．5％）、5回は3都県（5．3

彩）である。三重県，岡山県，京都市，福岡市は調査未

実施地域となっており，未実施率は7．0％である。

　都道府県・指定都市における調査実施が，近年このよ

うに活況を呈しているのは，父子家庭対策を効率的にす

すめるための基礎資料をえるためである。しかし，地方

自治体レベルの父子家庭対策は，都道府県・指定都市の

専有物であるわけでなく，むしろ市区町村の単独事業

として実施されているものの方が数多い。昭和58年2月

～4月に，全国社会福祉協議会が全都道府県市区町村に

対して実施したr父子家庭への福祉対策に関する状況調
査」8）によれば，＜介護人派遣〉事業を除いて，く医療

費助成＞＜家庭奉仕員等派遣＞＜相談活動〉＜遺児年金，

遺児手当＞＜父子家庭のつどい・激励会，1日父母＞等

他の対策のすべてで・市区町村単独事業として実施され

ている地域の割合が，都道府県・指定都市の事業として

実施されている地域に比べて高い。なかでも，〈父子年

金，父子手当＞＜歳末たすけあい配分支給，歳末慰問＞

＜父子家庭の組織化＞については・都道府県・指定都市

単位の事業として展開している自治体は皆無という結果

である。したがって，これらの事業を企画するための基

礎資料作り二実態調査を，市区町村単位で実施している

例も少なからず存在すると考えられる。

　こうして・今回初めて市区町村における父子家庭実態

調査を収集したが，東京都以外では十分な成果があがら

ず，合計48調査にとどまった（収集リスト参照）。そこ

で，東京都内の市区町村における調査実施状況（昭和60

年8月現在調）を，表2にみよう。

　これまでに・東京都内の市区町村において実施された

父子家庭実態調査は46，このうち市区町村が主催したも

のは10（2L7％）・社協・民協が主催したものは21（45．7

％）・社協・民協と市区町村が主催したものは15（32．6％）

である。都道府県・指定都市の場合に比べて，地方自治

体が主催した割合は低く，社協・民協が主催したものの

割合はやや高く・社協・民協と地方自治体が共催したも

のの割合は高い。この46調査のうち，報告書等を入手で

きた調査は36（78．3％）である。

　年次を追って実施状況をみると，昭和49年の奥多摩町

と八丈町の調査を皮切りに・昭和50～52年に3－6地域

／年と小さなピークを，昭和55～57年に6～9地域／年

と大きなピークを迎えている。都道府県・指定都市の場

合に比べて，調査実施のピーク時期はやや遅くなってい

る。

　この間に，調査が1回以上実施された地域は64市区

町村中40にわたり，実施率は62．5％であるが，未実施地

域は24市区町村，未実施率は37．5彩である。2回実施さ

れた地域は・1区7市2町で，全体の工5．6彩を占めるが，

3回以上の実施はみられない。都道府県・指定都市に比

べて・市区町村単独の調査実施率と再調査率はともに低

いという状況である。

　都道府県・指定都市ならびに東京都内の市区町村にお

ける父子家庭実態調査の実施状況は以上のとおりであり、

次節以下では・稿末の収集調査報告152が素材となる。
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その内訳は，都道府県・指定都市104，東京都内の市区

町村36，東京都以外の市区町村12である。なお， 東京都

以外の市区町村における調査のうち，⑤「枚方市父子

世帯くらしの調査』は，枚方市父子福祉会が主催し，大

阪市立大学と枚方市社会福祉協議会が協力するという，

きわめてユニークな調査チームによって実施されたもの

である。調査員にも父子福祉会の役員があた っており，

当事者が自 ら・ 父子家庭のくらしの実情を，実態調査と

いう科学的な方法によって公表し，父子福祉施策の課題

を広く一般に知らしめようとする注目すべき試みであ
　9）
る　o

且　父子家庭の定義と調査方法

　且　父子家庭の定義

　父子家庭といい父子世帯というも，その定義が違えぱ，

仮に同一地域で同一時点に調査を実施したとしても，出

現率や福祉二r」ズは異なる結果になるだろう。定義の検

討は，だから調査結果を読みとるための不可欠の課題と
いえる艮3）。

　まずはじめに，最も簡略な（したがってあいまいな

部分が多い）定義の例「父子世帯とは，配偶者のいない

男子と20歳未満の子がいる世帯である」を図案化しよう

（図1）。　ここには，さまざまな解釈が入り込む余地が

あるので，これを一っひとつ検討することにより・定義

の相違のパターンを一定程度認識できると考えられる。

　1．父子家庭と父子世帯

　収集した152調査の調査名または調査報告轡名によっ

て，　「父子家庭』調査と「父子世帯」調査の割合をみる

と，「父子家庭」調査50（32．9％），「父子世帯」調査102

（67．1彩）である。しかし，「父子家庭」調査と銘うって

いるものも，対象数はすべて「世帯』単位で集計してい

ることから，ここにいう「父子家庭」は「父子世帯」と

伺義とみてさしっかえない。

　「家庭」は「夫婦6親子などが一緒に生活する小さな
集まりゴo）の意味であり，「父子家庭」の語感には，近

　　　　　　　　　　じ　　ロ　　　　　　
親者の共同生活がかもすぬくもりが感じられる。これに

対して，r世帯」は，r住居と大部分の生計を共同する人

びとからなる集団」の意味であり， 消費生活の単位とし

て，また，行政による保護の単位として，使用されるも

のである11）。「父子世帯」は，父親と子供が住居と生計

を共にする集団を構成しているという事実を表わしてお

り，そのかぎりでは「父子家庭」と同義である。すな

わち，同一の実体について，日常生活用語としては「父

子家庭』が，行政の専門用語としては「父子世帯」が使

用されるのである。

　調査の実際に即して，この問題にやや立入ってみよう。

調査実施にあたっては，対象者名簿が作成されるが， そ

の際・ 住民基本台帳を利用する例が圧倒的に多い。・この

台帳は，個人を単位とする住民票を，世帯ごとに編成し

て作られており1暁地方自治行政の基本単位が「世帯」

であることを示している。．つまり「父子家庭」調査は’，

例外なく∫r世帯」を手がかりとした「家庭生活」の実

態調査である。かかる事情を考慮して ・以下では2っ
　　　　　　　し
の用語を適宜使用したいQ

　　　　　　　　　　lyes（いぎ）

匝齋マ塵］
父　　子　　世　　帯

図1　父子家庭の選定例

　図1の最初の選定の段階では， 一般世帯から，「婚姻

をしているか又はしたことΦある男子」のいる世帯を抽

出した。しかし，ことでいう 「婚姻」は，事実婚，すな

わち・婚姻の届出をしていない輝事実上婚姻関係と同様

の事情にある場合を含むか否かが，まず第1に明確でな

い。法律婚のみの場合と，事実婚を含む場合とでは，後

者で対象数が拡大し，異種の二一ズが漉入する。もっとも

母子及び寡婦福祉法をはじめ，関連する福祉関係の法律

の多くが事実婚主義をとり，実態に着目 したき φ細かな

施策をはかってし～ることから1似とくに法律婚主義をと

る旨明記されていなければ，事実婚主義をとっていると

解してよいと思われる。

　第2に，ここでいう「男子」は，「子』からみていか

なる関係にあるかが明確でない。 実父のみである場合，

養父を含む場合，さらに継父を含む場合∫さらに祖父ジ
伯一 叔） 父，成人の兄等父親がわりの者を含む場合，と

いうふうに定義を拡大すると，・これにともなうて対象数

も拡大する。父親がわりの者のいる世帯については，「準

父子世帯」として別集計している例もみられるが（リス

ト番号ならびに表番号⑩④の新潟県の場合など。 以下で

は番号のみ）， こうすれば，世帯類型に規定された質的
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に次元の異なる二一ズを発見できるはずである。

　第3は，図1の2度目の選定に関する事柄である。こ

こでは「配偶者のいない状態」が具体的に示されてい

ない。しかし，これを現実に構成する契機を以下のよ

うに分類して掲げ，選定の便宣をはかる必要がある。各

調査においては，下記の無項のすべてを列挙している例

はみられないが，このうち5～8項目の選定の基準を示

しているケースが多い。この項目数と，下記の③～〔7）に

いうところの，配偶者がいても，いないと同様の状態と

判定される「期間」の長短によって，対象数と二一ズの

多様化の程度に差異が生じる。なお，個々の調査票の設

問項目における「父子家庭の発生原因」は，定義のこの

部分でチェックされた対象者について，さらに細かく分

類し，発生原因の特殊性にともなう二一ズの発見と・発

生原因別の対象数の把握をめざすものである。

　「配偶者のいない状態」とは，次のいずれかに該当す

る場合をいう。

①　配偶者と死別し，現に婚姻していない

〔21配偶者と離婚し，現に婚姻していない

③　配偶者の生死が長期にわたって明らかでない

　　（この場合，3か月以上，6か月以上，1年以上等

　　と、調査日現在までの生死不明の期間や今後の見込

　　みを明示する場合も多い。）

㈲　配偶者が家出または別居し，長期にわたって同一の

　生計をしていない（期間については〔31に同じ。　「遺

　　棄」とも表現される。）

⑤　配偶者が長期にわたって海外にいる（期間について

　　剛31に同じ。母子家庭の場合と同じく「このため扶

　　餐を受けることができないJを付記する例もある。）

161配偶者力嚇神または身体の蹄害により，長期にわた

　　って労働能力または家吾耳能力を失っている（期間に

　　ついては③に同じ。「扶養」については⑤に同じ。）

〔7レ配偶者が法令により，長期にわたって拘禁されてい

　　る（期間にっいては131に同じ。「扶養」については

　⑤に1司じ。）

〔81婚姻によらないで父となった男子であって，現に婚

　　姻していない

⑨　その他（調査員の十分な検討を要する）

　第4に，図1の3度目の選定における子の年齢の問題

である。20歳未満の場合に児童数・世帯数ともやや拡大

するが，児童福祉法により18歳未満とされることも多い。

なかには例外的に，19歳未満の場合があり（⑭⑱），

また東京都内の市区町村では、児童育成手当紛の台帳

から対象者名簿を作成するため・義務教育終了年限以下

となる例もみられる（＠⑰＠＠）。

　第5に，図1では父と子の同居が示唆されているが、

子を児童福祉施設や親せきなどに預けて別居している場

合や遠隔地の学校に入学させて仕送りしている場合を含

む例がある（①⑭⑯⑭⑮など）。そこで，この点でラン

クづけをすると，父と子のすべてが同居，父と子の1人

以上が同居，父と子の同居。別居の区分をしない，の順

で，後の方ほど対象数は拡大する。このうち，父子別居

の家庭を対象に含んだ調査は，児童養護二一ズの把握に

基礎的なデータを提供するはずである。

　第6に，子の「扶養」の事実はこの定義では問われ

ないが，「扶養」を要件とする定義の方が多数派を占

めている。ただし「扶養」の程度については，「子の

生活費の全部を負担する場合に限らず，その一部を負担

する場合を含む」（⑯「就労している児童の収入が父の

それを上廻る場合も含む」（⑮）等と，用語の意味を解説

しているのはきわめてまれであり，多くはあいまいに使

用されているように思われる。理論上は，「扶養」の事

実を要件としない場合の方が，対象数は拡大し，生計維

持能力に乏しい父親の世帯をより多く包含することにな

る。

　第7には，ここでは父と子以外の世帯員の有無をチェ

ックしておらず・父と子のみの世帯と，父と子とその他

の世帯員で構成される世帯の双方を含む定義となってい

る・このように無限定的である方が対象数は拡大する

が・その他の世帯員から成人の女性を除いたり（⑭㊥）・

これを別集計する例や（①），父子のみの世帯を「本父子

世帯」・その他の世帯員を含む世帯を「複父子世帯」等と

して・世帯類型別に対象把握を試みている例がある（⑳

⑭）。　これらは，対象範囲を広げつっきめ細かな二一

ズ把握に努める試みとして評価される。

　第8に，この定義は・生活保護の受給世帯や，さきの

児童育成手当の受給世帯などのように，社会福祉行政の

サーヴィス受給者である父子世帯を含むものである。し

かし，これのみを対象とする実態調査も，特定の福祉サ

ーヴィスの点検機能をはたし，サーヴィス受給者の新し

い二一ズを発見するために別途1ζ必要とされる（⑯

⑬）。　そしてこの種の調査結果は，一般父子世帯や別

の特定の二一ズ群と対照することができる。

　以上の諸点における個々の定義の部分的な相違は，さ

まざまな組合せにより・各調査における父子家庭の範囲

の差異を構成する。本稿では，父子家庭間題の全体像を

構成する立場から・まず共通部分と差異部分をすべて

加算して・父子家庭の範囲を最大限広くとらえ，次にそ

の範囲内で父子家庭を類型化し，その各々の量的な割合

と二一ズを析出することが目標となる。
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　（注）

1）当時の児童家庭局企画課課長は末次彬氏，同課児童

　福祉専門宮は下平幸男氏。

2）拙稿「父子家庭の二一ズの動向に関する研究一地

　方自治体における実態調査の分析 （その1）一」

　　r日本総合愛育研究所紀要』第19集，昭和58年，

　pp．237－253．

3）拙稿「父子家庭の二一ズの動向に関する研究一地

　方自治体における実態調査の分析（その2〉一」

　　r日本総合愛育研究所紀要』第20集，昭和59年，

　PP．357－379．

4）萩原清子「社会福祉モ量ター活動」仲村優一ほか編

　　r現代社会福祉事典』全国社会福祉協議会，昭和57

　年，p．241．

　全国社会福祉協議会，全国民生委員児童委員協議会

　　r制度創設より60年間，民生委員制度年表（昭和52

　年5月〉』p．31．

5）第2報では，昭和40年宮崎県調査が最初と記したが，

　その後，県からその箏実がないことを指摘された。

　宮崎県では48年調査が最初であり，そのように前年

　度報告を訂正し，筆者の資料誤読をお詫びする。ま

　た・第2報巻未の分析調査一覧（pp．372－378）N“

　23　山梨県調査（53）について，報告書を入手して

　いないと記述したが，その後県から，本調査は企

　画のみで実施されなかっ た模様という情報をえた。

6）民生委員法第14条の一「常に調査を行い，生活状態

　を審かにして置くこと。」

7）全国社会福祉協議会・全国民生・児童委員協議会r父

　子世帯実態調査結果報告轡一昭和44年度民生・児童

　委員社会福祉モニター活動』昭和45年3月。

8）この調査の中間報告が，全国民生委員児童委員協議

　会r母子・父子家庭福祉関係資料」同r昭和58年度

　全国婦人民生委員児童委員研修会資料』昭和58年6

　月，pp．106－129に収載されている。
9）枚方市父子福祉会のほかに，これまで一定の社会的

　影響力をもった当事者の運動としては，福島県伊達

　郡父子家庭福祉連合会 （鴇田昭三会長）φ父子家庭

　福祉施設促進運動本部父子家庭の会・父子家庭援護

　会（椙山政治会長）の例がある。以下の文献を参照

　のこと。

　鴇田昭三「父子家庭の組織化一その取り組みと成果J

　　r月刊福祉』第63巻第7号，昭和55年7月，pp，25

　 一27．

　細川公夫，小笠原信之，喜多義憲r消えたエプロン

　ールポ父子家庭r』大月書店・昭和56年，pp．

　　208」213．

　　「伊達郡父子家庭福祉連合会設立趣旨」 r同1 動目

　　標」　「同規約」　「同事業計画要項」　「父子家庭の福

　　祉対策確立に関する意見書」　「二月県議会の請願項

　　目」全国社会福祉協議会，全国民生委員児箆委員協

　議会r父子家庭問題資料集』昭和54年，pp．52－56，

　 椙山政治r父子家庭福祉運動全貌・昭和29年 1月一’

　　昭和51年2月・附記 母子家庭福祉について』昭和

　　52年（未公刊）

　　椙山政治「父子家庭の父と子」r愛育』第43巻第7

　　号，昭和53年7月，Pp．24－27（神戸市父子家庭の

　　会会長として執筆）

10）新村出編「広辞苑』第三版，岩波書店，昭和58年，

　　P．474．

11）森岡清美，望月嵩r新しい家族社会学』培風館，昭

　　和58年，P．6．

・12）住民基本台帳法（昭和42年7月25日，法81）第6条

13）以下の考察では次の文献を参考にした。

　　副田義也「母子世帯の出現と構成J　r母子福祉。父

　　子福祉の研究』社会福祉法人輿生会社会福祉研究所，

　　昭和58年，PP．1－30．

14）厚生省児童家庭局編r新版児童福祉法，母子及ぴ寡

　婦福祉法，母子保健法，精神薄弱者福祉法の解説3

　時事通信社，昭和57年，P．367．

15）児亜育成手当は，東京都内に住所があり，義務教育

　終了前の子供がいる母子家庭・父子家庭に支給され

　・る手当で・手当額は児童1人について月額7，500円

　　（昭和60年3月現在）である。所得制限があるが，

　児童手当・児童扶養手当よりもゆるやかである（昭

　和58年度で，扶養親族5人の所得制限額をみると，

　児童手当2，685，000円，児堂扶養手当3，598，000円，

　児童育成手当4，863，00D円）。　1昭和59年度の東京都

　市町村部の受給件数はお8，591，受給金額は

　2，068，598．500円にのぼる。
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都道府県・指定都市および市区町村における父子家庭

実態煽査報告書収集リスト

＜凡倒＞L　都道府県。指定都市をL市区町村を∬

　　　　　としたが，報告欝番号は両者共通の通し

　　　　　番号とした。順番は自治省で整理してい

　　　　　る例にしたがっているが，同一地域の場

　　　　　合は調査実施年の古い順である。

　　　2．各報告書の記載は，編集者／発行者・報

　　　　　告書名，調査時点もしくは調査期間，発

　　　　　行年月の順である。

　　　3，報告書が製本されているものはr　』に

　　　　　より，されていないものは「」により，

　　　　　表示した。

　　　4．調査時点もしくは調査期間は（　）によ

　　　　　り，表示した。

　　　　　　調査時点が記載されている場合は，調

　　　　　査期間の記載の有無にかかわらず，調査

　　　　　時点のみ（○年○月○日現在）と表記し
　　　　　　　　　　　し　　　じ　　　ゆ　　　ロ　　　　　　　　　　　じ　　　　

　　　　　た。ただし，調査対象把握時点が記載さ

　　　　　れており，これが調査期間とおおむね2

　　　　　ケ月以上隔たっている場合や，調査期間

　　　　　のみ記載されている場合は，調査期問を

　　　　　　（○年○月○日～O月O日実施）と表記

　　　　　した。

　　　　5．報告魯の現物を入手しておらず，報告書

　　　　　のタイトルが不明の場合は」調査名を表

　　　　　言己し（⑳調査名）と｛寸言己した。また，調

　　　　　査要綱，調査票，調査結果の部分的コピ

　　　　　ー等を入手している場合も，その旨付記

　　　　　した。

1．都道府県・指定都市

①北海道民生委員連盟，北海道社会福祉協議会rマ9

　　北海道父子世帯実態調査報告轡』　（昭和図年6月

　　10日～20日実施）昭和55年2月

②　青森県r膏森県における母子世帯等の実態一昭

　　和53年青森県母子世帯等実態調査報告轡一』（昭

　　和53年9月1日現在）昭和騒年3月

③膏森県暗森県母子世帯等実態調査結果報告轡

　　　（昭和58年9月1日現在）』昭和59年3月

④岩手県r父子世帯の実態調査票（結果）」（昭和52

　　年実施）発行年不明，ガリ版印刷　B5判　3p

⑤　岩手県福祉部r岩手県社会福祉総合動態調査結果

　　報告書』（昭和53年8月1日現在）昭和53年12月

⑥　岩手県民生児童委員協議会r父子世帯の生活一

　　昭和55年度社会福祉モニター」　（昭和55年7月20

　　日現在）昭和56年3月

⑦岩手県福祉部昭和58年岩手県社会福祉総合動態

　　調査報告』　（昭和58年8月1日現在）発行年月不

　　明。要綱，調査票，結果まとめ部分のコピー

⑧宮城県社会福祉協議会r父子家庭生活実態調査報

　　告書一子供の健全なる育成をめざして一』（昭

　　和53年1月1日現在）昭和53年3月
⑨　宮城県r父子家庭実態調査結果報告轡』　（昭和55

　　年9月1日現在）昭和56年3月
⑩　秋田県社会福祉協議会r昭和44年度社会調査活動

　　　・父子世帯調査結果表』　（昭和45年工月10日一1

　　月20日実施）昭和45年

⑪

⑫

秋田県民生部r父子家庭の実態（昭和50年7月実

態調査結果報告書）』（昭和50年7月1日現在）昭

和51年1月
秋田県民生部「父子世帯実態調査集計表」　（昭和

53年8月1日現在）桀計段階のコピー

⑬　秋田県福祉保健部児童福祉課r昭和59年度　秋田

　　県母子，父子世帯の実態について』　（昭和59年8

　　月1日現在）昭和60年3月

⑭

⑮

山形県民生児童委員協議会，山形県社会福祉協議

会r昭和48年8月20日現在遺児家庭等実態調査

報告書』発行年月不明

山形県r山形県社会福祉総合調査報告書j　（昭和

54年9月工日現在）発行年月不明，要綱，調査票，

結果まとめ部分のコピー

⑯福島県民生児童委員協議会，福島県社会福祉協議

　　会r父子世帯実態調査報告番』（昭和47年9月1

　　日～20日実施）昭和48年2月

⑰福島県厚生部r父子家庭の実態調査結果』（昭和

　　51年6月1日現在），　発行年月不明，手魯き報告

⑱

⑲

⑳

コピー，B4判14P
福島県生活福祉部r福島県社会福祉総合動態調査

結果報告の概要』（昭和54年11月現在）昭和55年

3月

福島県社会福祉協議会、福島県民生児童委員協議

会r父子家庭のしあわせを高めるための二一ド調

査報告轡』　（昭和55年6月1日現在），昭和56年

1月

茨城県社会福祉協議会，茨城県民生委員協議会
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　　r父子世帯の実態』　（昭和44年9月1日現在）昭

　　和45年4月
⑳茨城県族城県父子世帯の実態一昭和52年実態

　　調査結果報告書』　（昭和52年9月1日現在）昭和

　　53年11月

⑳茨城県嘆城県母子世帯等郷綱査結果報告翻

　　（昭和58年8月1日現在）昭和59年3月

⑳　栃木県・栃木県民生委員連合会r遺児実態調査報

　　告書』（昭和51年8月1日現在）昭和52年2月

⑳　栃木県民生委員連合会，栃木県社会福祉協議会

　　r父子世帯実態調査報告書』　（昭和57年11月10日

　　現在）昭和58年11月
⑳　群馬県社会福祉協議会，群馬県民生児童委員部会

　　　r昭和44年度　父子世帯の実態r民生児童委員

　　の社会福祉モニター活動一』　（昭和44年9月10

　　日～30日実施）昭和45年1月

⑳　群馬県社会福祉協議会，群馬県民生委員児童委員

　　協議会r母子世帯等実態調査報告書一民生委員

　　児童委員社会福祉モニター活動一』　（昭和51年

　　11月1日現在）昭和53年3月・

⑳　群馬県県民生活部r母子世帯等実態調査結果報告

　　書』　（昭和56葎8月1日現在）昭和57年3月

⑱　　埼玉県生活福祉部r母子家庭等実態調査の概要』

　　　（昭和53年8月1日現在）昭和54年2月

⑳　埼玉県r埼玉県母子・父子家庭実態調査報告書』

　　　（昭和58年8月1日現在）昭和59年1月

⑳　千葉県社会福祉協議会r父子家庭の実態一民生

　　委員の社会福祉モニター活動から一』　（昭和47

　　年10月1日一10日）昭和48年12月

⑳　干葉県社会部r〔昭和54年度〕父子家庭実態調査』

　　　（昭和騒年6月1日現在）昭和55年1月

＠　千葉県社会部r昭和57年度　父子家庭実態調査報

　　告書』（昭和57年8月1日現在）昭和57年12月

⑯　東京都民生局総務部企画課r昭和47年度　東京都

　　民生行政基礎調査報告書1　（昭和47年10月1日現

　　在）昭和48年3月

⑭　東京都民生局総務部企画課r昭和53年　母子・父

　　子世帯生活実態調査報告書（東京都民生行政基礎

　　調査）』（昭和53年7月20日現在）昭和54年3月

⑯　東京都民生局総務部企画課r東京都被保護世帯生

　　活実態調査結果報告書（昭和54年度）』（昭和54年

　　　9月1日現在）昭和55年3月

⑯　東京都福祉局総務部調査課r昭和56年度　東京都

　　社会福祉基礎調査報告書一都民の生活実態と意

　　識一』　（昭和58年10月20日現在）昭和57年9月

⑰　東京都福祉局総務部調査課r昭和59年度　東京の

　　子供と家庭（東京都社会福祉基礎調査報告誓）』

　　（昭和59年11月5日現在）昭和60葎5月

⑯　神奈川県民生部r母子及び父子世帯の生活実態調

　　査報告書（昭和49年度　民生行政基礎調査）』（昭

　　和49年8月1日現在）昭和52年3月
⑧　神奈川県民生部r父子家庭実態調査結果報告書』

　　（昭和54年6月1 日現在）昭和55年3月

⑩　新潟県民生部r母子・父子世帯等の実態調査結果

　　の概要一母子兜父子世帯等の生活実態調査報告

　　一』 （昭和52年8月1日現在）昭和52年10月

＠　新潟県民隼部r母子・父子世帯等の実態（母子。

　　父子世帯等Φ生活実態調査報告）』（昭和58年8月

　　1日現在）昭和58年12月

⑳　富山県厚生部児童家庭課r昭和57年度地域福祉実

　　態調査報告書（母子家庭・架子家庭。寡婦家庭）』

　　　（昭和57年5月1日現在）昭和58年1月

⑬　石川県r母子・父子岸帯の実態調べ』　（昭和52年

　　6月1日現在〉昭和52年12月

⑭　石川県r母子例父子世帯実態調葦報告書』　（昭和

　　57年6月 1日現在）昭和57年12月

⑯　福井県社会福祉埼議会r’77父子世帯，子ども世

　　帯の福祉』　（昭和51年5月1日現在） 昭和52年4

　　月

⑯　福井県r昭和57年福井県母子・寡婦・父子世帯実

　　態調査（㊨調査名）』（昭和57年7月1日現在）発

　　行年月不明。要綱，調査票，結果部分コピー

⑰　山梨県r母子・寡婦。父子福祉の手引』（昭和59年

　　8月1日現在）昭和60年3月

⑧　長野県社会部「父子家庭実態調査の概要」　（昭和

　　51年12月20日現在）発行年月不明。調査票および

　　手書き報告　B4判　5p　コピー
⑲　長野県社会部「父子家庭実態調査」 （昭和55年2

　　月工 日現在）発行年月不明。調査票および概要

　　B5判　3p　コピ「
⑳　長野県r長野県父子家庭基礎調査報告書』　（昭和

　　59年8月1日現在）昭和60年3月

＠

⑫

㊥

岐阜県社会福祉協議会，岐阜県民生委員協議会

r昭和54年度社会福祉モニター活動・父子世帯実

態調査報告書』（昭和54年7月1日現在）昭和55

年3月
静岡県「父子家庭実態調査結果の概要（要旨）」

（昭和53年8月1日現在）発行年月不明。ガリ刷

り　B4判　7p
愛知県社会福祉協議会民生児童委員会愛知委員会
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　　　「父子家庭実態調査」　（昭和54年2月1日～28日

　　実施）発行年月不明。B4判　3p　コピー
⑭　愛知県民生部児童家庭課r昭和54年度愛知県父子

　　家庭実態・意識調査報告書』　（昭和54年7月1日

　　～31日実施）昭和55年2月

⑯　滋賀県社会福祉協議会滋賀県民生委員協議会遮合

　　会r社会福祉モニター活動・父子世帯の実態調査

　　報告轡』　（昭和45年11月20日現在）発行年月不明

⑯　滋賀県r滋賀県父子世帯生活実態調査結果報告害』

　　　（昭和53年7月1日現在）発行年月不明

⑰　滋賀県社会福祉協議会r福祉問題啓発資料　N巳10

　　　・みんなのまわりに一単親家庭間題特集』　（昭

　　和59年県調査が含まれている）昭和60年3月

㊥　京都府民生児童委員協議会r母のいない家庭の実

　　態一母のいない家庭調査結果報告一』　（昭和

　　42年11月玉日現在）昭和43年3月

⑲　京都府民生児童委員協議会rみんなできずく子ど

　　ものしあわせ一父子世帯生活実態調査報告書

　　一・児童委員活動の手引き　第3集』　（昭和54

　　年10月1日現在）昭和55年3月

⑳　大阪府民生委員制度創設60周年記念事業実行委員

　　会（大阪府社会福祉協議会）r父子家庭実態調査

　　報告香』　（昭和53年7月1日一15日実施）発行年

　　月不明
⑥）　大阪府父子問題研究会（大阪府民生部児童課の委

　　託）r昭和56年度父子家庭実態調査報告轡1　r同

　　　（築計結果）』（昭和56年9月20日～30日実施）昭

　　和57年3月
⑧　兵庫県民生部r母子世帯等の実態一一母子世帯、

　　父子世帯の生活実態調査報告一』　（昭和50年8

　　月1日現在）昭和51年3月

⑧奈良県民生・懸委員連合会r父子家庭および両

　　親のいない家庭の生活実態調査報告沓」　（昭和52

　　年3月1日現在）昭和52年3月
⑭　和歌山県，和歌山県社会福祉協議会r父子家庭実

　　態調査結果報告書』　（昭和55年8月1日現在）昭

　　和56年6月
⑮　鳥取県，鳥取県民生児童委員協議会r父子家庭の

　　生活実態調査結果』　（昭和51年10月1日現在〉発

　　行年月不明

⑧鳥取県民生部児童家庭課r昭和58年度鳥取県母子

　　家庭等実態調査報告書』（昭和58年10月1日現在）

　　昭和59年3月

＠　島根県社会福祉部児童家庭課「昭和53年島根県父

　　子世帯実態調査（＠調査名）」（昭和53年8月1日

㊥

㊥

⑩

現在）発行年月不明。要綱，調査票，結果，手轡

き　B4判8p
島根県r島根県母子・寡婦・父子世帯実態調査報

告轡』　（昭和55年9月1日現在）発行年月不明。

要綱，調査票，結果部分コピー

広島県民生児麺委員協議会r父子家庭の生活実態

調査』　（昭和50年7月1日～20日）昭和51年2月

広島県民生部r昭和55年度広島県父子家庭実態調

査報告｛！F』　（昭和55年7月1日現在）昭和56年2

月

⑦　山口県民生部r母子世帯等の実態一昭和52年山

　　口県母子世帯父子世帯等実態調査結果報告轡一」

　　　（昭和52年6月1日現在）昭和52年11月

⑫山口県民生部仙口県母子世帯等実態調査結果報

　　告｛！”　（昭和57年6月1日現在）昭和58年3月

⑲　徳島県社会福祉協議会r父子世帯の実態一民生

　　委員の社会禰祉モニター活動による』（昭和44年

　　9月1日一30日実施）昭和45年1月
⑭徳島県厚生部聴島県母子世帯等実態調査結果報

　　告篭！5』　（昭和53年7月1日現在）昭和54年3月

⑮　香川県民生委員児童委員協議会連合会，香川県社

　　会福祉協議会r父子世帯実態調査結果報告書一

　　昭和50年度社会福祉モニター活動』　（昭和50年12

　　月1日現査）昭和51年6月

⑯　愛媛県r父子家庭実態調査の結果概要」　（昭和53

　　年7月10日現荘）「同中間報告」発行年月不明。

　　手沓き　B4判　コピー
⑰　高知県福祉生活部児壷家庭課r高知県父子世帯実

　　態調査報告書』　（昭和55年8月1日現在）発行年

　　月不明
⑱　福岡県民生部r昭和55年度福岡県母子世帯等実態

　　調査結果報告書』（昭和55年10月1日現在）昭和

　　56年3月

⑲　佐賀県民生委員児童委員遮絡協議会，佐賀県社会

　　福祉協議会r父子世帯実態調査結果報告轡』（昭

　　和49年8月1日現在）昭和49年12月

⑳　佐賀県民生委員児魔委員連絡協議会，佐賀県社会

　　福祉協議会r父子世帯実態追跡調査報告轡』　（昭

　　和50年10月1日現在）昭和51年2月

⑳佐賀県福祉生活部児童家庭課r佐賀県の母子・父

　　子家庭の実態』　（昭和55年8月1日現在）昭和56

　　年8月
⑳　佐賀県「父子家庭の実態」　（昭和59年10月1日現

　　在）発行年月不明

⑳　長崎県社会福祉協議会r父子世帯実態調査報告書』
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　　　（昭和44年11月1日～15日実施）昭和45年3月

⑭　長崎県r長崎県母子・寡婦・父子世帯実態調査

　　　（④調査名）』（昭和52年10月1日現在）発行年月

　　不明。要綱，調査票，結果部分コピー

⑳　熊本県社会福祉協議会r父子世帯実態調査報告轡』

　　　（昭和51年度実施）昭和52年3月

⑯　熊本県福祉生活部r昭和55年度熊本県母子・父子

　　世帯実態調査結果統計表』　（昭和55年10月15日現

　　在）発行年月不明。同結果まとめ部分コピー

⑰　大分県，大分県社会福祉協議会「母子，寡婦，父

　　子世帯実態調査（㊥調査名）」（昭和47年7月1日

　　現在）発行年月不明。要綱，調査票，「父子世帯

　　調査結果の概要j部分コピー

㊥　大分県r母子世帯等実態調査報告轡』　（昭和52年

　　’8月1日現在）昭和53年3月

㊥ 大分県福祉生活部r母子世帯等実態調査報告書』

　　　（昭和55年8月1日現在）昭和56年3月

⑩　宮崎県福祉生活部児霊家庭課r母子・寡婦・父子

　　世帯の実態一昭和48年母子。寡婦・父子世帯生

　　活実態調査結果報告沓』　（昭和48年7月1日現在）

　　昭和49年3月

⑳　　宮崎県福祉生活部児壷家庭課r母子・寡婦・父子

　　世帯の実態一昭和52年母子・募婦・父子世帯生

　　活実態調査結果報告轡」（昭和52年7月エ日現在）

　　昭和53年3月

⑫　宮崎県福祉生活部児童家庭課r母子・寡婦・父子

　　世帯の実態一昭和56年母子・寡婦・父子世帯生

　　活実態調査結果報告書』（昭和56年7月1日現在）

　　昭和57年3月

㊥　鹿児島県民生労働部r鹿児島社会福祉総合調査結

　　果報告轡』　（昭和50年11月1日現在）昭和51年12

　　月

⑭　鹿児島県民生労働部r昭和55年度鹿児島県社会福

　　祉総合調査報告書』　（昭和55年8月1日現在）昭

　　和56年3月
⑧　沖縄県社会福祉協議会，沖縄県民生委員協議会連

　　合会r県下の父子世帯の実態一昭和55年度父子

　　世帯実態調査報告書』　（昭和55年8月1日現在）

　　昭和56年3月

⑯　横浜市民生局r母子・父子家庭生活実態調査報告

　　書』　（昭和49年8月1日現在）昭和51年1月

⑰　横浜市民生委員協議会連合会，横浜市社会福祉協

　　議会r父子世帯実態調査（横浜市）一昭和54年

　　度民生・児童委員調査活動』 （昭和54年11月10日

　　～20日実施）昭和55年8月

⑧ 川崎市民生局r母子及び父子世帯の生活実態調査

　　報告書』　（昭和49年8月1日現在）昭和5工年3月

・⑧　名古屋市民生局，名古屋市民生委員連盟r父子家

　　庭実態・意識調査報告魯』　（昭和54年7月1日現

　　 在）昭和55年3月

⑧

＠

＠

＠

＠

名古屋市民生局，名古屋市民生委員連盟r昭和57

年母子・父子世帯生活実態調査報告書』　（昭和57

年8月1日現在）昭和58年5月

神戸市社会福祉協議会『父子世帯調査報告轡一

昭和54年度社会福祉モニター活動』（昭和54年7月

1日現在）昭和54年12月

広島市民生局r父子世帯生活実態調査報告書」（昭

和55年5月25日～6月10日実施）昭和55年12月

北九州市民生委員協議会連合会「北九州市におけ

る母のいない家庭の実態」　（昭和44年6月現在）

発行年月不明。 結果部分コピー

北九州市民生局r父子家庭実態調査』　（昭和49年

ユ2月プ日一17日実施）昭和50年1月

且．市区町村

＠　　秋田県由利福祉事務所「父子世帯調査」　（昭和59

　　年8月1日現在）発行年月不明。由利郡10町（仁

　　賀保，金浦，象潟，矢島，岩城，由利，大内，東

　　由利，西目，鳥海）

＠　宇都宮市福祉部「父子家庭実態調査集計表」　（昭

　　和53年8月1日現在）昭和53年9月
⑫　館林市「母子世帯等実態調査結果」　（昭和59年3

　　月1日現在）発行年月不明

＠　新宿区民生（児童）委員協議会，新宿区社会福祉

　　協議会r父子世帯調査のあらまし』　（昭和52年10

　　月1日～11月30日実施）発行年月不明
＠　文京区役所福祉部福祉課r文京区母子・父子家庭

　　家事援助者派遣事業調査報告書』　（昭和57年8月

　　1日現在）昭和58年3月
㊥　墨田区社会福祉協議会，墨田区民生・児童委員協

　　議会，墨田区厚生部 r母子・父子世帯実態調査報

　　告書』　（昭和55年8月1日一31日実施）昭和56年

　　3月
⑭品川区，品川区社会福祉協議会，品川区民生（児

　　童）委員協議会r品川区単親家庭実態調査報告書』

　　　（昭和57年4月1日現在）昭和58年2月・

＠　　目黒区民生（児童＞委員協議会，目黒区社会福祉

　　協議会r目黒区父子世帯実態調査報告書』（昭和

　　 54年9月1日現在）昭和54年11月
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⑭　大田区禺生委員・児童委員協議会，大田区社会福

　　祉協議会r母子（父子）世帯実態調査及び交通遺

　　児調査結果報告書』　（昭和57年9月1日現在）昭

　　和58年10月

⑭　世田谷区r父子世帯実態調査報告露』　（昭和57年

　　4月14日現在）昭和57年9月
⑯　中野区，中野区民生（児童）委員協議会，中野区

　　社会福祉協議会r中野区父子世帯実態調査報告轡』

　　　（昭和55年3月1日現在）昭和55年6月

⑯　　中野区福祉部保護課r中野区単親家庭実態調査報

　　告書』　（昭和59年10月1日現在）昭和60年3月

⑫東京都北区厚生部福祉課r父子世帯実態調査報告

　　番』　（昭和56年8月1日現在）昭和57年1月

⑭　荒川区民生（児亜）委員協議会，荒川区荒川福祉

　　箏務所r父子。母子世帯実態調査報告書』　（昭和

　　56年8月実施）昭和57年3月
⑬　練馬区，練馬区民生（児童）委員協議会，練馬区

　　社会福祉協議会r練馬区父子世帯実態調査報告書』

　　　（昭和56年6月8日～30日実施）昭和56年11月

＠　足立区社会福祉協議会，足立区民生・児童委員協

　　議会，足立区厚生部管理課r父子・母子世帯実態

　　調査報告書』　（昭和54年8月1日～31日実施）昭

　　和55年3月
＠　　東京都葛飾区東福祉事務所，同西福祉事務所

　　　r葛飾区母子・父子世帯実態調査報告書』　（昭和

　　57年7月1日～31日実施）昭和58年3月
＠　　江戸川区民生・児童委員協議会，江戸川区社会福

　　祉協議会r母子・父子世帯実態調査報告書』　（昭

　　和55年3月1日現在）昭和56年4月

＠　武蔵野市・武蔵野市民生児童委員協議会r’79母

　　子。父子世帯実態調査報告書』（昭和胆年9月20

　　　日現在）昭和55年2月

＠　武蔵野市・武蔵野市民生児童委員協議会r昭和59

　　年度母子（寡婦）・父子世帯実態調査報告書』（昭和

　　59年6月20日からの20日間に実施）昭和60年8月

＠　三鷹市社会福祉協議会，三鷹市民生（児童）委員

　　協議会r母子・父子世帯実態調査報告書』　（昭和

　　50年10月15日現在）発行年月不明

⑭　三鷹市福祉事務所，三鷹市民生（児童）委員協議

　　会r三鷹市母子・父子世帯実態謁査報告書』（昭

　　和57年10月15日現在）昭和58年3月

＠　昭島市社会福祉協議会，昭島市民生（児童）委員

　　　協議会r昭島市母子・父子世帯実態調査報告書』

　　　（昭和52年10月13日～31日実施）昭和53年10月

＠　調布市，調布市民生委員協議会，調布市社会福祉

＠

＠

＠

＠

＠

協議会r父子家庭の福祉をめざして一’80調布

市父子世帯実，態調査報告轡』　（昭和55年1月25日

～2月15日実施）昭和55年4月

町田市福祉部「町田市母子・父子世帯住民票調査

のまとめ』（昭和58年1月18日～3月15日実施）

昭和58年3月

小平市，小平市民生委員協議会，小平市社会福祉

協議会r昭和56年度　ノ」、平市母子。父子家庭実態

調査報告書』　（昭和57年1月1目現在）昭和57年

5月

日野市社会福祉協議会，日野市民生委員協議会，

日野市福祉事務所r日野市母子・父子・児童世帯

実態調査報告書』　（昭和56年1月1日現在）昭和

56年7月

国立市社会福祉協議会「国立市母子・父子世帯実

態調査」　（昭和5工年9月15日一25日実施）昭和52

年3月，「同別表」　（不明瞭部分の明示）

国立市役所福祉事務所r国立市単親（母子。父子）

世帯実態調査報告書』　（昭和58年9月15日～10月

10臼実施）発行年月不明

＠　田無市社会福祉協議会婦人と子供部会r田無市母

　　子・父子世帯実態調査報告書』　（昭和55年2月1

　　日現在）昭和55年3月

＠

＠

＠

＠

⑧

＠

⑭

＠

福生市社会福祉協議会、福生市民生委員協議会

r母子・父子世帯実態調査書』　（昭和55年3月1

日～31日実施）昭和55年9月

狛江市社会福祉協議会r母子（父子）家庭へのア

ンケート調査報告轡』　（昭和57年3月25日～4月

5日実施）昭和58年8月

東大和市福祉事務所r東大和市単親家庭実態調査

報告書』　（昭和56年10月1日～11月30日実施）昭

和57年9月
東久留米市，東久留米市民生委員協議会，東久留

米市社会福祉協議会r東久留米市父子世帯実態調

査報告書』　（昭和53年10月実施）昭和53年12月

多摩市福祉委員会r単親世帯生活実態調査報告轡』

（昭和56年10月1日～31日実施）昭和57年3月

東京都西多摩福祉事務所r母子（父子）家庭実態

調査報告書」　（昭和51年6月1日現在）発行年月

不明。西多摩郡5町1村（羽村町，瑞穂町，日の

出町，五日市町，檜原村，奥多摩町）

奥多摩町社会福祉協議会，奥多摩町民生委員協議

会r母子（父子）家庭調査報告』（昭和57年12月

1日現在）発行年月不明

八丈島社会福祉協議会r父子世帯実態調査報告書』
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川西：父子家庭の≧一ズの動向に関する研究

　　　（昭和49年2月1日現在）発行年月不明

⑬　八丈島民生委員協議会，八丈島社会福祉協議会

　　　r昭和58年度父子世帯実態調査報告書3　（昭和59

　　年2月1日現在）発行年月不明

＠　大垣市福祉事務所児童課r父子世帯実態調査資料』

　　　（昭和59年2月1日現在）発行年月不明

⑯　高山市『高山市父子家庭実態調査結果』　（昭和59

　　年6月1日現在）発行年月不明

＠　　岐阜県揖斐福祉事務所「父子家庭の調査」　（昭和

　　59年4月1日現在）発行年月不明。揖斐郡4町5

　　村（揖斐川町，谷汲町，大野町，池田町，春日村，

　　久瀬村，藤橋村，坂内村，徳山村）

＠　岐阜県恵那福祉事務所「母子家庭等状況調」　（昭

　　和59年10月1日現在）発行年月不明。恵那郡7町

　　4村（坂下町，川上村，加子母村，付知町，福岡

　　町，上矢作町，蛭川村，岩村町，山岡町，明智町，

　　串原村）

＠　沼津市（市民福祉児塑課）　r父子家庭のアンケー

　　ト調査結果報告轡』　（昭和59年2月1日～29日実

　　施）昭和59年4月

⑭　大津市福祉保健部r大津市父子世帯実態調査報告

　　書（中間報告書）』（昭和57年2月1日現在）昭和

　　57年8月

＠　彦根市福祉事務所「彦根市父子世帯実態調査」（昭

　　和58年10月1日）発行年月不明

＠　枚方市父子福祉会r枚方市父子世帯くらしの調査

　　報告書』　（昭和59年3月1日～31日実施）昭和59

　　年10月

＠　那覇市福祉部r那覇市母子・父子世帯実態調査報

　　告書』　（昭和57年工2月1日～昭和58年2月28日実

　　施）発行年月不明

Study　on“ rends　of　Motherless　Families慶Needs

An　Analysis　on　Local　Govemments’Surveys
on　the　Living　Conditions　of　Motherless　Families（皿）

Yasuhiro　Kawanishi

　The　contents　of　our　analysis　are：firstly，the　exist亘ng　state　of　mak良ng　surveys　on　the　living　con・

ditions　of　matherless　families　by　l㏄al　gover離ments，seoondly，various　definitions　of　the　mo血er】ess

famUy　and　some　methods　of　the　surveys，and　thirdly，the trends　of　needs　for　s㏄iai　serv云ces　in　tbese

fami　I　ies，Then　in　this　paper，we　have　reach　ed　the　second　point．
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